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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子材料を溶融して押し出す押出機に接続され、該押出機より押し出された高分子材
料の温度を制御する装置であって、
　前記押出機に接続されたシリンダと、
　前記シリンダに内包され、前記シリンダと相対的に回転するマンドレルであって、軸方
向直角断面において外面に凹凸部が形成されたマンドレルとを備え、
　前記マンドレルは、前記凹凸部として、平面からなる平面部と、円弧面からなる円弧面
部とを有し、
　前記シリンダの内面と前記マンドレルの外面との間には前記高分子材料が流動する間隙
が形成され、
　前記間隙は、前記平面部と前記シリンダの内面との間に形成される厚さが大きい領域と
前記円弧面部と前記シリンダの内面との間に形成される厚さが小さい領域が交互に形成さ
れたものであり、
　前記凹凸部の形状は、軸方向においては軸直角方向と推進力が小さい角度である所定の
捩れ角度で表され、
　前記所定の捩れ角度は、４０度より大きく９０度より小さい値であることを特徴とする
高分子材料の温度制御装置。
【請求項２】
　前記厚さが大きい領域は、軸方向に対する直角断面において前記シリンダの内面からの
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距離が変位する変位厚さ部分であり、
　前記厚さが小さい領域は、軸方向に対する直角断面において前記シリンダの内面からの
距離が一定である一定厚さ部分である
ことを特徴とする請求項１に記載の高分子材料の温度制御装置。
【請求項３】
　前記シリンダの長手方向における長さは、前記シリンダの内径の４倍以下であり、
　前記間隙の厚さにおける最小値は、前記シリンダの内径の１／５以下であることを特徴
とする請求項１又は２に記載の高分子材料の温度制御装置。
【請求項４】
　前記シリンダの外周に外加熱冷却装置を更に備えることを特徴とする請求項１から３の
いずれか１項に記載の高分子材料の温度制御装置。
【請求項５】
　前記マンドレルの内部に内加熱冷却装置を更に備えることを特徴とする請求項１から４
のいずれか１項に記載の高分子材料の温度制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高分子材料を溶融して押出成形する場合における、高分子材料の温度制御装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高分子材料を溶融して押出成形する技術として、スクリュー押出機と成形ダイによって
押出成形する技術や、これらに更にギヤポンプを備えさせた技術が知られている。図７は
、従来より用いられている押出機の構成を示す。同図に示すように従来の押出機は、ホッ
パ２５と、押出機１１と、押出機１１のスクリュ１２と、スクリュ１２のスクリュ駆動源
５と、成形ダイ３を備える構成である。また、図８は、従来より用いられているギヤポン
プを備える押出機の構成を示す図である。
【０００３】
　高分子材料を成形するにあたっては、成形品の耐熱性等を向上させることを目的として
高分子材料を架橋反応させることが行われている。高分子材料を架橋反応させる方法とし
ては、高分子材料に光、熱を与える方法や、架橋剤を加える等種々の方法が知られている
。そして、熱により高分子材料を架橋反応させる技術の一例として、ゴム、エラストマー
を剪断発熱により連続的に加流又は架橋温度近くに昇温させる技術が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特公昭６２－５８８９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　スクリュー押出機と成形ダイを備える装置により高分子材料を押出成形する場合におい
て、高分子材料の反応領域まで温度を上げて高分子材料を架橋反応させるためには、外部
から熱を加える必要がある。しかし、外部から熱を加える構成では、熱に近い部分におい
ては架橋反応が効率よく行われるのに対し、熱に遠い部分では架橋反応が遅れてしまうこ
とにより、高分子材料がスムーズに流動しないといった問題を生ずる。換言すると、高分
子材料は温度上昇に伴い粘性度が上昇するが、外部から熱を加える構成では温度差により
粘性度にも差が生じることになり、粘性度が高い層と低い層が形成され、高分子材料がス
ムーズに流動しない（流路壁面に高分子材料が停滞する）といった問題を生ずる。
【０００５】
　また、高分子材料を架橋反応させて耐熱性を向上させるためには、所定の温度で反応さ
せながら成形する必要がある。これは、高分子材料が前記所定の温度を上回ると耐熱性を
向上させるどころか、高分子材料の分子構造そのものが破壊されてしまうからである。こ
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のような問題を回避するため、スクリュー押出機と成形ダイを備える装置により高分子材
料を押出成形する場合は、押出成形した後に外部より加熱する方法がとられている。しか
し、この方法では、高分子材料の熱伝導率が小さいことから加熱に長時間を要するといっ
た問題を生ずる。
【０００６】
　一方、剪断発熱により連続的に架橋温度近くに昇温させる技術では外部から熱を加える
ことなく、高分子材料の温度を上昇させることが可能である。しかし、上記技術では高分
子材料全体に均一に剪断力を与えているとは言えず、また、以下のような問題も生じてい
る。すなわち、上記の技術は、高分子材料を推進させるものとして、押出機の推進力と剪
断発熱筒に内包されたネジ送り部による生ずる推進力の２つの推進力を用いている。ここ
で、ネジ送り部は高分子材料に与える熱に応じて回転数を調整するものであることから与
える温度によって回転数が変化することになり、成形ダイから押し出される高分子材料に
一定の推進力、換言すると一定の圧力を与えることが困難である。高分子材料から成形物
を成形する場合には、成形ダイから押し出される時点で均一な圧力が与えられていること
が望ましい。しかし、上記技術では高分子材料に一定の圧力を与えることができないとい
った問題を生じている。
【０００７】
　本発明では、上記した問題に鑑み、高分子材料を架橋反応させて成形する場合において
、高分子材料が流路内に停滞せず、高分子材料の熱伝導率により架橋反応時間が左右され
ない温度制御装置であって、高分子材料に一定の圧力と均一の剪断力を与えて温度制御で
きることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、上記した課題を解決するため、以下の手段を採用した。すなわち、高分子
材料を溶融して押し出す押出機に接続され、該押出機より押し出された高分子材料の温度
を制御する装置であって、前記押出機に接続された筒部材と、前記筒部材内に前記高分子
材料が流動する間隙を介して内包され、前記筒部材と相対的に回転する内包部材とを備え
、前記筒部材の内面と前記内包部材の外面のうち少なくともいずれか一方には、前記筒部
材の内面と前記内包部材の外面との間を流動する前記高分子材料に剪断力を与えるための
凹凸部が設けられ、前記凹凸部は、長手方向において推進力を生じさせない捩れにより構
成されていることを特徴とする。
【０００９】
　これにより、高分子材料を架橋反応させて成形する場合において、高分子材料が流路内
に停滞せず、高分子材料の熱伝導率により架橋反応時間が左右されない温度制御装置であ
って、高分子材料に一定の圧力と均一の剪断力を与えて温度制御できる。すなわち、前記
凹凸部により、前記高分子材料に均一の剪断力が与えられる。また、前記凹凸部は、前記
高分子材料に剪断力は与えるものの推進力は与えないものであることから、前記高分子材
料に与えられる推進力は前記押出機が押し出す圧力により決定され、前記高分子材料に与
えられる圧力が一定化する。つまり、前記凹凸部は、主として前記高分子材料に剪断力を
与えるものであり、前記押出機の推進力とは独立したものである。このように、本発明に
係る高分子材料の温度制御装置によれば、外部から熱を加えることなく剪断発熱により高
分子材料に均一に架橋反応を生じさせることが可能となる。
【００１０】
　押出機は、高分子材料を溶融するとともに該押出機に接続された筒部材に高分子材料を
押し出す。押出機は、従来より用いられている押出機を用いることができ、例えば、スク
リュー押出機が例示される。なお、高分子材料としては、ポリエチレン、ゴム等が例示さ
れ、押出機には高分子材料とともに架橋剤を投入することで押出機内で高分子材料と架橋
剤を混練することができる。
【００１１】
　前記押出機には、筒部材が接続される。前記筒部材には、前記内包部材が内包される。



(4) JP 4749810 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

前記筒部材の内面と前記内包部材の外面との間に前記高分子材料が流動するための間隙が
設けられ、前記内包部材が前記筒部材と相対的に回転することによって前記高分子材料に
剪断力が与えられ、剪断力による内部摩擦熱によって高分子材料を架橋反応させることが
できる。なお、筒部材としてシリンダ、内包部材としては、マンドレルを用いることがで
きる。また、本発明では、内包部材が筒部材と相対的にに回転することを特徴とするが、
筒部材又は内包部材のうち少なくともいずれか一方を駆動源に接続して回転するものであ
ればよい。また、凹凸部が設けられているとは、例えば軸方向に対する断面形状が筒部材
と内包部材で相対的に変形していることを意味する。
【００１２】
　また、本発明は、高分子材料を溶融して押し出す押出機に接続され、該押出機より押し
出された高分子材料の温度を制御する装置であって、前記押出機に接続されたシリンダと
、前記シリンダに内包され、前記シリンダと相対的に回転するマンドレルであって、軸方
向直角断面において外面に凹凸部が形成されるとともに軸方向において捩れたマンドレル
とを備え、前記シリンダの内面と前記マンドレルの外面との間には前記高分子材料が流動
する間隙が形成され、前記間隙は、厚さが大きい領域と小さい領域が交互に形成されたも
のであり、前記凹凸部の形状は、軸方向直角断面においては前記間隙により表され、軸方
向においては軸直角方向と推進力を生じさせない角度である所定の捩れ角度で表されるこ
とを特徴とする。
【００１３】
　これにより、外部から熱を加えることなく剪断発熱により高分子材料に均一に架橋反応
を生じさせることが可能となる。また、前記マンドレルは推進力を生じさせないため、高
分子材料を主に押出機の推進力により推進させることができる。したがって、推進力が一
定となり、成形ダイから押出成形する際の圧力を一定化することができる。その結果、剪
断作用による内部摩擦熱により短時間で耐熱性に優れた成形物を成形可能となり、また、
圧力を一定としたことにより成形物の密度も一定となり、より優れた性状を有する成形物
を成形することができる。
【００１４】
　マンドレルの外面に形成された凹凸部の形状は、軸方向直角断面においては前記間隙に
より表すことができ、軸方向においては軸直角方向と推進力を生じさせない角度である所
定の捩れ角度で表すことができる。換言すると、マンドレルの外面に形成された凹凸部の
形状は、軸直角方向と軸方向により特定することができる。間隙により表すとは、前記凹
凸部を断面についてみると、間隙の厚さを特定することにより前記凹凸部の断面形状を特
定することができることを意味する。なお、間隙は、前記シリンダの内面と前記マンドレ
ルの外面との間に形成された前記高分子材料が流動するものであり、厚さが大きい領域と
小さい領域が交互に形成されたものである。
【００１５】
　一方、前記凹凸部を軸方向についてみると軸直角方向と推進力を生じさせない所定の捩
れ角度で形成されている。すなわち、軸方向における断面形状が、長手方向に連続的に所
定の捩れ角度で捩れている形状であり、所定の捩れ角度は、推進力を生じさせない程度の
緩やかな角度である。これにより、高分子材料に与えられる推進力は、主として押出機が
押し出す圧力により決定され、高分子材料に与えられる圧力が一定化する。
【００１６】
　推進力を生じさせない所定の捩れ角度とは、軸方向の直角方向に対して所定の角度傾い
ていることを意味する。すなわち、０度から９０度の範囲内において、角度が小さければ
捩れが強く推進力が大きく、角度が大きければ捩れが弱く推進力が小さいことを意味する
。
【００１７】
　このように厚さが大きい領域と小さい領域が、それぞれ軸方向に対して所定の幅および
推進力を生じさせない所定の捩れ角度で螺旋状に形成されていることによりマンドレルを
回転させた場合においても、マンドレルの回転によっては推進力を生じさせることなく、
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高分子材料に剪断力を与えることができる。すなわち、主に押出機の推進力により高分子
材料を推進させることが可能となり、その結果、一定圧力の下で高分子材料の押出成形が
可能となるとともに、上述した剪断作用により高分子材料に内部摩擦熱を与えることが可
能となる。
【００１８】
　また、本発明は、前記厚さが大きい領域は、軸方向に対する直角断面において前記シリ
ンダの内面からの距離が変位する変位厚さ部分であり、前記厚さが小さい領域は、軸方向
に対する直角断面において前記シリンダの内面からの距離が一定である一定厚さ部分であ
るものとしてもよい。
【００１９】
　前記一定厚さ部分とは、例えば前記マンドレルの断面の一部が円弧により形成されるこ
とにより、前記シリンダの内面と前記マンドレルの外面との距離が一定であることをいう
。また、変位厚さ部分とは、例えば前記マンドレルの断面の一部が直線により形成される
ことにより、円弧である前記シリンダの内面と前記マンドレルの外面との距離が変位して
いることを指す。
【００２０】
　前記変位厚さ部分とは、前記マンドレルの軸方向直角断面において直線で表される部分
である。このように前記断面において変位厚さ部分である直線部分と一定厚さ部分である
円弧部分が交互に形成される構成とし、前記マンドレルを前記シリンダと相対的に回転さ
せることで、間隙を流動する高分子材料は、厚さ（深さ）の異なる流路を順次推進するこ
とになる。その結果、前記高分子材料に均一に剪断力を与えることができ、内部摩擦熱を
発生させて架橋反応させることができる。また、前記断面における前記直線部分と前記円
弧部分を交互に形成する場合において、これらの配置を規則的にすることにより、前記高
分子材料に対してより効率よく均一に剪断力を与えることが可能となる。
【００２１】
　また、本発明において、前記所定の捩れ角度は、４０度より大きく９０度より小さい値
とすることができる。
【００２２】
　前記所定の捩れ角度を、４０度より大きく９０度より小さい値とすることで前記高分子
材料に推進力を与えずに主に剪断力を与えることが可能となる。従って、前記高分子材料
を主として上述した押出機の推進力により推進することとなり、一定圧力の下で高分子材
料の押出成形が可能となる。
【００２３】
　また、本発明において、前記シリンダの長手方向における長さは、前記シリンダの内径
の４倍以下であり、前記間隙の厚さにおける最小値は、前記シリンダの内径の１／５以下
とすることができる。
【００２４】
　このような構成とすることで、最も効果的に外部から熱を加えることなく剪断発熱によ
り高分子材料に均一に架橋反応を生じさせることが可能となる。なお、前記シリンダの長
手方向における長さは、前記シリンダの内径の２～４倍とし、前記間隙の厚さにおける最
小値は、前記シリンダの内径の１／５～１／２０とすることで、効果的に架橋反応を生じ
させることができる。更に、より好ましくは、前記シリンダの長手方向における長さは、
前記シリンダの内径の略３倍とし、前記間隙の厚さにおける最小値は、前記シリンダの内
径の略１／１０とすることで、最も効果的に架橋反応を生じさせることが可能となる。
【００２５】
　また、本発明に係る高分子材料の温度制御装置は、前記シリンダの外周に外加熱冷却装
置を更に備えるものとすることができる。
【００２６】
　これにより、より効果的に高分子材料の架橋反応温度に最適な所定の温度に保つことが
可能となる。すなわち、例えば高分子材料を架橋反応させる最適温度を上回った場合には



(6) JP 4749810 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

、前記外加熱冷却装置を冷却装置として機能させることで前記最適温度に保つことが可能
となる。
【００２７】
　また、本発明に係る高分子材料の温度制御装置は、前記マンドレルの内部に内加熱冷却
装置を更に備えるものとしてもよい。
【００２８】
　これにより、例えば高分子材料の架橋反応に必要な温度を上回った場合には、前記内加
熱冷却装置を冷却装置として機能させることで架橋反応温度に最適な所定の温度に保つこ
とが可能となる。また、上述した外加熱冷却装置を併用することにより、高分子材料の温
度調整をより正確に行うことができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、高分子材料を架橋反応させて成形する場合において、高分子材料が流
路内に停滞せず、高分子材料の熱伝導率により架橋反応時間が左右されない温度制御装置
であって、高分子材料に一定の圧力と均一の剪断力を与えて温度制御できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　次に、本発明に係る高分子材料の温度制御装置の実施形態について図面に基づいて説明
する。
【実施例１】
【００３１】
　図１は、本実施例に係る高分子材料の温度制御装置の構成を示す側面図であり、図２は
、図１におけるＡ－Ａ断面図である。図１に示すように、高分子材料の温度制御装置は、
スクリュ１２を有する押出機１１と、押出機１１に接続されたシリンダ１３と、シリンダ
１３に内包され、シリンダ１３と相対的に回転するマンドレル１４と、回転しないダイマ
ンドレル１６と、成形ダイ３と、を備える構成である。なお、回転しないダイマンドレル
１６は、マンドレル１４を貫通している支持ロット２３と接続され、固定されている。ま
た、図２に示すように、シリンダ１３の断面は円筒型であり、内包されるマンドレル１４
の断面は、平面からなる平面部３０、円弧面からなる円弧面部３１により構成される。
【００３２】
　押出機１１より押し出された高分子材料７は、シリンダ１３の内面とマンドレル１４の
外面との間に形成される間隙３２を流動する。その際、マンドレル１４はシリンダ１３と
相対的に回転しているため、高分子材料７に剪断力が与えられることにより内部摩擦熱を
発生させて架橋反応を生じさせることができる。
【００３３】
　ここで、間隙３２は、図２に示すように円弧面部３１においては一定であるが、平面部
３０においては厚さが変位する。すなわち、同図に示すように、円弧面部３１において最
も間隙３２の値が小さくなり、平面部３０の軸幅方向の中心Ｐで最も大きい値となる。円
弧面部３１と平面部３０とを図２に示すように規則的に構成することで、高分子材料７を
効果的に混練することができ、その結果均一に剪断力を与えて均質な性状を有する成形物
７ａを成形することができる。なお、本実施例においては、平面部３０及び円弧面部３１
を６づつ有する６条平面構成としたが、これに限定されるわけではなく、例えば平面部３
０及び円弧面部３１を８づつ有する８条平面構成としてもよい。
【００３４】
　平面部３０、円弧面部３１をマンドレル１３の軸方向についてみるとそれぞれ一定の幅
で所定の捩れ角度αで形成されている。一定の幅とは、図１に示すように、平面部３０及
び円弧面部３１が断面においてだけでなく、軸方向においても規則的に所定の捩れ角度α
で形成されていることをいう。αは、本発明における推進力を生じさせない所定の捩れ角
度を示すものであるが、本実施例においては５０度とした。マンドレル１４の外面に形成
される凹凸部をこのような構成とすることでマンドレル１４が回転した場合においても、
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マンドレル１４の回転作用によっては高分子材料７に推進力は生じず、主に押出機１１か
らの推進力により高分子材料７を押し出すことができる。したがって、高分子材料７への
推進力は、マンドレル１４の回転速度に依存せずに与えることができ、シリンダ１３内の
圧力を一定に保つことが可能となる。架橋反応が行われた高分子材料７は、成形ダイ３に
より押出成形されて成形物７ａとなる。
【００３５】
　また、本実施例において、シリンダ１３の長手方向における長さＬは、シリンダ１３の
内径Ｄの３倍とし、前記間隙３２の最小値は、シリンダ１３の内径Ｄの１／１０とした。
このような構成とすることで、最も効果的に外部から熱を加えることなく剪断発熱により
高分子材料に均一に架橋反応を生じさせることが可能となる。
【００３６】
　次に本発明に係る高分子材料の温度制御装置を備える高分子材料成形装置の全体構成に
ついて図面に基づいて説明する。
【００３７】
　図３は、本実施例に係る高分子材料の温度制御装置を備える高分子材料成形装置の全体
構成を示す側面図であり、図４は、図３におけるＢ－Ｂ断面図である。なお、同一の構成
要素については同一の番号を付すことでその詳細な説明を省略する。図３に示すように、
本発明に係る高分子材料の温度制御装置を備える高分子材料成形装置は、スクリュ１２を
有する押出機１１と、押出機１１に接続されたシリンダ１３、マンドレル１４、ダイマン
ドレル１６、成形ダイ３を備える構成である。
【００３８】
　本実施例においては、シリンダ１３の外周に本発明に係る外加熱冷却装置に相当する外
ジャケット部１７ａが設けられている。更に、マンドレル１４の内部には、本発明係る内
加熱冷却装置に相当する内ジャケット部１７ｂが設けられている。外ジャケット部１７ａ
は、チューブ８ａを介して流体循環装置８に接続され、内ジャケット部１７ｂは、チュー
ブ８ｂを介して流体循環装置８が接続されている。マンドレル１４の先端位置に対応する
シリンダ１３に設けられた温度計１９ｂが温度を検知して、外ジャケット１７ａ又は／及
び１７ｂに必要に応じて加熱媒体や冷却媒体等を循環させることで、高分子材料７の温度
を架橋反応に最適とされる温度に保つことが可能となる。なお、温度計は、押出機１１の
先端部にも配置することができる（１９ａ）。これにより、高分子材料７について、架橋
反応前後の温度を計測することが可能となる。
【００３９】
　マンドレル１４は、駆動源１０の駆動力が駆動部９を介して伝達され、シリンダ１３と
相対的に回転する。本実施例に係る高分子材料の温度制御装置は、マンドレル１４の回転
速さにより高分子材料７に与える剪断力を調整することができる。マンドレル１４を高速
回転させると高分子材料７に与えられる剪断力が大きくなり、発熱温度も高くなる。逆に
マンドレル１４を低速回転させると、高分子材料７に与えられる剪断力が小さくなり、発
熱温度も低くなる。なお、本実施例に係る高分子材料の温度制御装置では、所定の捩れ角
度αを５０度と緩やかな角度としたことによりマンドレル１４の回転によっては高分子材
料７に推進力が与えられないため、高分子材料７を主に押出機１１の押し出す力により推
進させることができる。
【００４０】
　支持ロッド２３は、回転しないマンドレル１６を支持し、更に中空部１５を有している
。中空部１５にはジョイント１２より吸入された圧縮空気がロータリージョイント１１を
介して流入される。圧縮空気は、成形ダイ３の先端より排出されることで高分子材料７の
チューブ成形が行われる。なお、圧縮空気の温度を調節することにより、高分子材料７の
架橋反応に必要な温度を調整することもできる。
【００４１】
　次に、従来の押出機と比較しながら本実施例に係る高分子材料の温度制御装置について
説明する。
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【００４２】
　図７及び図８は、従来より用いられている押出機の構成を示す図である。図７に示すよ
うに従来の押出機は、ホッパ２５と、押出機１１と、押出機１１のスクリュ１２と、スク
リュ１２のスクリュ駆動源５と、成形ダイ３を備える構成である。このような従来の押出
機１１において、高分子材料７の温度を反応領域まで上げて、高分子材料７を架橋反応さ
せるためには外部から熱を加えるか、或いは、押出成形した後に外部より加熱するしかな
かった。しかし、外部から熱を加える構成では、高分子材料７が流路壁面に停滞するとい
った問題を生じ、押出成形後に加熱した場合には、高分子材料の熱伝導率が小さいことか
ら長時間を要するといった問題を生じていた。
【００４３】
　また、図８はギヤポンプを備える従来より用いられている押出機の構成を示す図である
。図７に記載の押出機と比較すると、図８に記載の押出機は、押出機１１の先にギヤポン
プ４と、ギヤポンプ４を駆動するギヤポンプ４の駆動源６を備える点で構成が相違するが
、ギヤポンプを備える押出機においても図７に記載の押出機と同様の問題を生じていた。
なお、同一の構成要素については同一の番号を付すことでその詳細な説明を省略する。
【００４４】
　これに対し、図５及び図６は、本実施例に係る高分子材料の温度制御装置を備える高分
子材料成形装置の概略構成を示す図である。なお、同一の構成要素については同一の番号
を付すことでその詳細な説明を省略する。図５に示すように、本実施例に係る高分子材料
の温度制御装置を備える高分子材料成形装置は、押出機１１と押出機１１のスクリュ１２
を駆動するスクリュの駆動源５と、押出機１１に接続された高分子材料の温度制御装置２
を備える構成である。
【００４５】
　図５に示すように、本実施例に係る高分子材料の温度制御装置は、従来の押出機に接続
することで、高分子材料７を架橋反応させる場合において、高分子材料７が流路壁面に停
滞することや架橋反応をさせるのに長時間の時間を要すといった上記問題を解決すること
ができる。すなわち、従来設備を利用することも可能であり、経済的にも非常に優れてい
るといえる。
【００４６】
　また、図６は、本実施例に係る高分子材料の温度制御装置を備えるギヤポンプを備える
高分子材料成形装置の概略構成を示す図であるが、同図に示すように本実施例に係る高分
子材料の温度制御装置は、ギヤポンプを備える押出機にも接続することが可能である。ま
た、ギヤポンプ４を備える構成とすることで、高分子材料７を安定的に高分子材料の温度
制御装置２へ供給することが可能となる。その結果、成形時における圧力をより均一にす
ることができ、優れた性状を有する成形物７ａを成形することが可能となる。
【００４７】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明に係る高分子材料の温度制御装置
はこれらに限らず、可能な限りこれらの組合せを含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本実施例に係る高分子材料の温度制御装置の構成を示す側面図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ断面図である。
【図３】本実施例に係る高分子材料の温度制御装置を備える高分子材料成形装置の全体構
成を示す側面図である。
【図４】図３におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図５】本実施例に係る高分子材料の温度制御装置を備える高分子材料成形装置の概略構
成を示す図である。
【図６】本実施例に係る高分子材料の温度制御装置を備えるギヤポンプを備える高分子材
料成形装置の概略構成を示す図である。
【図７】従来より用いられている押出機の構成を示す図である。
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【図８】従来より用いられているギヤポンプを備える押出機の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
２・・・高分子材料の温度制御装置
３・・・成形ダイ
４・・・ギヤポンプ
５、１０・・・駆動源
７・・・高分子材料
７ａ・・・成形物
８・・・循環装置
８ａ、８ｂ・・・チューブ
９・・・回転マンドレルの駆動部
１１・・・押出機
１２・・・スクリュ
１３・・・シリンダ
１４・・・マンドレル
１５・・・中空部
１６・・・ダイマンドレル
１７ａ・・・外ジャケット
１７ｂ・・・内ジャケット
２３・・・ダイマンドレルの支持ロッド
２５・・・ホッパ
３０・・・平面部
３１・・・円弧面部
３２・・・間隙
【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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